
身延町農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の募集について 

 

  令和８年７月１９日の現職農業委員の任期満了に伴い、下記のとおり次期農業委員及び 

農地利用最適化推進委員を募集します。 

 

１ 人数 

  ・農業委員…１４名 ※選出にあたり地区の指定はありません。 

    

 

 

 

 

 

  ・農地利用最適化推進委員…１２名 ※次に掲げる地区から各１名 

   

 

 

 

  

 

２ 任命期間  令和８年７月２０日から令和１１年７月１９日まで 

 

３ 身分  身延町の特別職の非常勤職員 

 

４ 職務内容 

  ・農業委員 

   農地の権利移動・農地転用許可申請に関する審議、農地利用の集積・集約化、遊休農地の発

生防止と解消の推進 等 

 

  ・農地利用最適化推進委員 

   農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止と解消の推進、農地の貸し手・借り手の掘り

起し活動 等 

 

５ 報酬額 身延町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による 

 

６ 推薦及び応募の資格 

  ・農業委員 

   農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、その他農業委員会に

属する事項に対して、適切に職務を遂行できる方 

  （身延町農業委員会の委員の選任に関する規則第４条） 

 

  ・農地利用最適化推進委員 

【参考】現在の農業委員の選出地区 

中富地区：西嶋地区、静川地区(寺沢)、原地区(飯富)、曙地区(福原：女性委員) 

身延地区：身延地区(大野)、豊岡地区(門野)、大河内地区(樋之上) 

下部地区：下部地区(常葉)、久那土地区(車田)、古関地区(中之倉) 

農協推薦：久那土地区(三澤)、静川地区(下田原) 土地改良推薦：下山地区 中立委員：下山地区 

 

 

中富地区：第１区（西嶋地区）、第２区（大須成地区）、第３区（静川地区）、第４区（曙地区）、 

第５区（原地区） 

身延地区：第６区（下山地区）、第７区（身延地区）、第８区（豊岡地区）、第９区（大河内地区）

下部地区：第１０区（下部地区）、第１１区（古関地区）、第１２区（久那土地区） 

 



   農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、その他農業委員会に

属する事項に対して、適切に職務を遂行できる方 

  （身延町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則第５条） 

 

７ 推薦及び応募に係る手続き等 

  次の様式に必要事項を記入し、身延町農業委員会事務局（身延町役場産業課内）に持参又は 

郵送により提出してください。 

 

  ・個人による推薦 

    身延町農業委員推薦書（個人用） 

    身延町農地利用最適化推進委員推薦書（個人用） 

 

  ・法人・団体による推薦 

    身延町農業委員推薦書（法人・団体用） 

    身延町農地利用最適化推進委員推薦書（法人・団体用） 

 

   自ら応募する場合 

    身延町農業委員応募届 

    身延町農地利用最適化推進委員応募届 

 

  各推薦書は、身延町農業委員会事務局（身延町切石３５０ 身延町役場産業課内）で配布する

ほか、身延町のホームページからダウンロードすることができます。 

 

８ 募集期間 

  令和８年４月１日（水）から令和８年５月８日（金）まで 

  ※持参の場合は、月曜日～金曜日の８時３０分から１７時１５分までの間にご提出ください。 

  ※郵送の場合は、身延町農業委員会事務局まで郵送してください。 

（令和８年５月８日（金）消印有効） 

 

９ 選考方法 

  ・農業委員・・・提出された書類をもとに候補者評価委員会にて選考します。 

 

  ・農地利用最適化推進委員・・・提出された書類をもとに身延町農業委員会にて選考します。 

 

１０ 選考結果の通知 応募者全員に通知します。 

 

１１ 応募内容の公表について 

  法令の規定に基づき、募集期間の中間及び期間終了後に身延町のホームページで推薦書に記載

された事項を公表します。 

 

１２ 問い合わせ  〒４０９－３３９２ 身延町切石３５０身延町役場産業課内 

          身延町農業委員会事務局 電話０５５６－４２－４８０５ 


